
 

　
　
子
育
て
応
援

◆
◆
◆

有
田
川
町
子
育
て
応
援
商
品
券
を

給
付
し
ま
す

有
田
川
町
で
は
、
町
内
の
消
費
喚
起
に

資
す
る
と
と
も
に
、
子
育
て
家
庭
の
負
担

を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
中
学
生

以
下
の
子
ど
も
1
人
に
つ
き
1
万
円
分
の

商
品
券（
有
田
川
町
子
育
て
応
援
商
品
券
）

を
給
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
対
象

の
方
に
は
6
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
商
品
券
の
給
付
対
象
と
な
る
子

平
成
27
年
4
月
1
日
【
基
準
日
】
に
お

い
て
、
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

る
者
の
う
ち
、
15
歳
未
満
の
子
（
平
成
12

年
4
月
2
日
か
ら
平
成
27
年
4
月
1
日
生

ま
れ
ま
で
の
子
）
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
申
請
の
日
ま
で
に
転
出
な
ど

を
さ
れ
た
場
合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

●
商
品
券
給
付
対
象
者

前
述
「
支
給
対
象
と
な
る
子
」
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
の
方
で
す
。

た
だ
し
、
世
帯
構
成
者
な
ど
の
方
の
代

理
申
請
も
可
能
で
す
。

●
応
援
の
内
容

中
学
生
以
下
の
子
ど
も
1
人
に
つ
き

1
万
円
分
の
「
有
田
川
町
子
育
て
応
援
商

品
券
」
を
給
付
し
ま
す
。（
1
，
0
0
0

円
券
×
10
枚
、
商
品
券
取
扱
店
全
店
で
利

用
可
能
で
す
）

●
申
請
期
間
な
ど

平
成
27
年
7
月
1
日
（
水
）

～
平
成
27
年
8
月
31
日
（
月
）

※
吉
備
庁
舎
・
金
屋
庁
舎
は
平
日
以
外
に

も
7
月
第
1
お
よ
び
第
2
土
日
も
受
け

付
け
ま
す
。

※
清
水
行
政
局
は
平
日
以
外
に
も
7
月
第

1
土
日
の
み
受
け
付
け
ま
す
。

●
申
請
場
所

商
品
券
と
の
引
き
換
え
と
な
る
た
め
、

あ
ら
か
じ
め
申
請
場
所
が
決
め
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
吉
備
地
区
に
お
住
ま
い
の
方
／
吉
備
庁

舎
（
8
月
以
降
は
金
屋
庁
舎
）

・
金
屋
地
区
・
中
原
・
川
合
・
北
野
川
・

二
澤
・
粟
生
地
区
に
お
住
ま
い
の
方
／

金
屋
庁
舎

・
そ
の
他
の
清
水
地
区
に
お
住
ま
い
の
方

／
清
水
行
政
局

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
商
工
観
光
課

 

手
当
て

◆
◆
◆

戦
没
者
な
ど
の
ご
遺
族
の
皆
さ
ま
へ

第
10
回
特
別
弔
慰
金
が

支
給
さ
れ
ま
す

特
別
弔
慰
金
と
は
、
国
が
戦
没
者
な
ど

の
遺
族
に
対
し
て
、
戦
後
70
周
年
の
節
目

を
と
ら
え
て
国
と
し
て
弔
慰
の
意
を
表
す

た
め
、
支
給
す
る
も
の
で
す
。

●
支
給
対
象
者

平
成
27
年
4
月
1
日
に
お
い
て
、
戦
没

者
に
か
か
る
公
務
扶
助
料
、
遺
族
年
金
な

ど
を
受
け
る
方
が
い
な
い
場
合
に
、
次
の

順
番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
１
人
に

支
給
し
ま
す
。

（
支
給
順
位
）

1
．
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

2
．
戦
没
者
な
ど
の
子

3
．
戦
没
者
な
ど
と
生
計
関
係
を
有
し
て

い
た
①
父
母
、
②
孫
、
③
祖
父
母
、
④

兄
弟
姉
妹
。
た
だ
し
、
平
成
27
年
4
月

1
日
に
お
い
て
婚
姻
に
よ
り
姓
が
変

わ
っ
て
い
る
方
、
遺
族
以
外
の
方
と
養

子
縁
組
を
し
て
い
る
方
は
除
く
。

4
．
前
述
3
以
外
の
①
父
母
、
②
孫
、
③

祖
父
母
、
④
兄
弟
姉
妹

5
．
前
述
1
か
ら
4
以
外
の
三
親
等
内
の

親
族
。
た
だ
し
、
戦
没
者
な
ど
の
死
亡

時
ま
で
に
引
き
続
き
1
年
以
上
生
計
関

係
を
有
し
て
い
た
方
の
み
。

※
特
別
弔
慰
金
の
支
給
対
象
遺
族
は
、
戦

没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
遺
族
（
生
ま

れ
て
い
た
こ
と
）
が
要
件
と
な
っ
て
い

ま
す
。
な
お
、
子
に
つ
い
て
は
戦
没
者

な
ど
の
死
亡
当
時
の
胎
児
も
含
み
ま

す
。

●
支
給
内
容

額
面
25
万
円
、5
年
償
還
の
記
名　

国
債

●
請
求
期
間

平
成
30
年
4
月
2
日
ま
で

●
請
求
手
続
き
の
窓
口

金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
・
清
水
行

政
局
住
民
福
祉
室

※
第
8
回
ま
た
は
第
9
回
特
別
弔
慰
金
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
、
ま
た
は
そ
の
ご

遺
族
さ
ま
に
対
し
て
、
5
月
中
旬
こ
ろ

に
案
内
を
送
付
さ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
の
で
、
指
定
の
受
付
日
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／

　

金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
・

　

県
庁
福
祉
保
健
総
務
課
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